
【公表書類】 発行者情報

【公表日】 2025年６月23日

【発行者の名称】
フローバル株式会社

(FLOBAL CORPORATION)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　小林　勇

【本店の所在の場所】 大阪市西区西本町一丁目15番10号

【電話番号】 06-6536-2680

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長　高瀬　博

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】 フィリップ証券株式会社

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏名】 代表取締役社長　永堀　真

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町4番2号

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの財務状況が公表される

ウェブサイトのアドレス】

https://www.phillip.co.jp

【電話番号】 03-3666-2321

【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market

なお、振替機関の名称及び住所は下記の通りです。

　名称：株式会社証券保管振替機構

　住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

【公表されるホームページのアドレス】 フローバル株式会社

https://flobal.jp

株式会社東京証券取引所

https://www.jpx.co.jp/

【表紙】



【投資者に対する注意事項】
１  ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスク

を含んでいる場合があります。投資者は、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔの上場会社に適用される上場適格性要
件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。ま
た、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、第
一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する必要があります。

２  発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）第21条第１
項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいう。）は、発行
者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないた
めに必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づ
き、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を
負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けているこ
とを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知
らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を
負いません。

３  ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所
金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに
おいては、Ｊ―Ａｄｖｉｓｅｒが重要な役割を担います。ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔの上場会社は、特定上
場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動するＪ
―Ａｄｖｉｓｅｒを選任する必要があります。Ｊ―Ａｄｖｉｓｅｒの役割には、上場適格性要件に関する助言及び
指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホー
ムページ等に掲げられるＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに係る諸規則に留意する必要があります。

４  東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤

解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限ら

れません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。
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第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】
　　　 該当事項はありません。

回次 第88期 第89期 第90期

決算年月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高 （千円） 6,284,650 6,549,993 7,431,771

経常利益 （千円） 203,800 336,262 218,174

親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 60,142 146,085 156,291

包括利益 （千円） 68,912 157,619 159,789

純資産額 （千円） 2,199,471 2,357,091 2,502,880

総資産額 （千円） 3,768,865 3,763,011 3,865,790

１株当たり純資産額 （円） 4,778.55 5,120.99 5,479.40

１株当たり当期純利益 （円） 130.85 317.38 341.14

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） － － －

自己資本比率 （％） 58.4 62.6 64.7

自己資本利益率 （％） 2.8 6.4 6.4

株価収益率 （倍） 30.57 － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △70,549 444,737 24,816

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △102,094 △75,153 △34,462

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 379,586 △327,708 △39,010

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 733,151 778,988 732,977

従業員数
（人）

107 104 104

（外、平均臨時雇用者数） (60) (67) (81)

第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（注）１．第89期及び第90期は、取引実績がないため株価収益率は記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パート社員及び派遣社員）は、年間の平均人

　　員を（　）外数で記載しております。
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年月 事項

1910年 ６月 創業者岡田専一が、大阪市北区に「岡田製作所」を創業

1928年 ６月 プレス加工による鉄製注油器グリースカップを自社開発。商品名「ネルソン印グリースカッ

プ」を商標意匠登録

1944年 ６月 「岡田製作所」を法人改組し、「日本注油器工業株式会社」を設立、資本金21万円

1946年 ６月 商号を「岡田産業株式会社」に改称。業種を機械工具卸売業に変更

1947年 １月 岡田豊が代表取締役社長に就任

1956年 ４月 油圧用配管継手の取扱開始

1980年 １月 ホースバンド商品の輸入販売を開始

1981年 ９月 資本金を 3,000万円に増資

1996年 ７月 初のプライベート・ブランド商品「ステンレス製ボールバルブ」を発売

1997年 ９月 岡田吉高が代表取締役社長に就任

2008年 ４月 商号を「フローバル株式会社」に改称

2008年 10月 Ｅコマースサイト「配管部品.com」をリリース

2009年 ７月 既存顧客向け注文専用サイト「らくねっと」を開設

2011年 １月 シンガポールに子会社「Flobal(Asia)Pte.Ltd.」を設立

2012年 10月 大阪府八尾市に西部ロジスティックセンターを開設

2013年 ９月 韓国ソウル特別市に子会社「Flobal Korea Co.,Ltd.」を設立。Eコマースサイト

「GlobalMRO.com」リリース

2014年 ４月 中国上海市に子会社「芙麓(上海)商貿有限公司」を設立

2017年 ６月 資本金を 9,000万円に増資

2017年 10月 大阪府八尾市に配管PRO八尾店を開店

2018年 12月 大阪府大阪市住之江区に大阪ショールームを開設(大阪南港 ATC)

2019年 ２月 兵庫県尼崎市名神町に配管PRO尼崎店を開店（現設備マート尼崎店）

2019年 ４月 神奈川県横浜市中区に横浜ショールームを開設(横浜ワールドポーターズ)

2019年 12月 プライバシーマーク認証を取得

2020年 ９月 東京都足立区に設備マート足立花畑店を開店

2021年 ３月 大阪府大阪市西区に本社事務所を移転

2021年 ３月 経済産業省「健康経営優良法人」に認定

2021年 12月 TOKYO PRO Marketに上場

2022年 １月 連結子会社である「Flobal(Asia)Pte.Ltd.」の清算結了

2022年 ２月 大阪府守口市に設備マート守口店を開店

2023年 ３月 大阪府大阪市中央区に大阪ショールームを移設

2023年 ６月 岡田吉高が代表取締役会長に就任

2023年 ６月 小林勇が代表取締役社長に就任

2023年 ６月 大阪府大阪市平野区に設備マート平野店を開店

2024年 ４月 Ｅコマースサイト「電材部品.com」をリリース

2025年 ６月 大阪府高槻市梶原に設備マート高槻店を開店

２【沿革】

　当社は、創業者岡田専一が1910年（明治43年）6月に大阪市水道事業に使われる大型鋳鉄製バルブの部品を製造

する鋳造工場として、岡田製作所を大阪市北区で創業しております。その後、国内に先駆けてプレス加工による給

油器の製造に成功し、昭和初期には工作機械、農業機械に広く普及しました。先の大戦中は、軍の指定工場となり

隆盛を迎えましたが、空襲による焼失や、続く敗戦により、工場や財産のすべてを失いました。

　戦後は二代目岡田豊が暖簾を頼りに商社として再出発。製造を協力工場に委託する手法で自社ブランドの給油器

や油圧配管等を開発し、国内販売はもとより台湾や東南アジアへの輸出にも乗り出しました。1970年代に入り、為

替の自由化に伴い輸出から輸入へと比重を変え、海外メーカー品の輸入を開始。ヨーロッパの有力ホースバンドメ

ーカーと販売代理店契約を締結しました。1980年代になると、このホースバンド商品が自動車メーカーや建設機械

メーカーに相次いで採用され、輸入部品の主力商品に成長。同時に、油圧配管や空圧配管、一般配管の商品の販売

も伸長しました。

　1990年代には、ステンレス配管部品をファブレスの手法により自社ブランド化し、現在もなお国内において一定

のシェアを獲得しております。2000年代には、配管以外にも工具・用品・消耗品など、工場や建設現場等に使われ

る間接資材の販売がスタート。従来の卸売専業から業態も一新し、インターネットによる業務用通販を立ち上げて

おります。2010年代からは、韓国にも日本国内と同じ業務用ネット通販サイトを開設。国内では直営によるプロシ

ョップを事業化しております。このほか、住宅設備機器を自社ブランドに加え新たな市場開拓にも着手し、現在に

至っております。当社グループの創業以後の経緯は以下の通りです。
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３【事業の内容】

　当社グループは、フローバル株式会社と連結子会社の海外法人２社により構成されております。当社グループ事

業は各種設備機器・部品・材料の開発販売であり、取扱商品は管継手・バルブ等の配管部品と、これに関連する各

種機器・工具・用品等であります。顧客は国内外の専門商社・製造業・一般住宅建築設備工事業・ホームセンタ

ー・ネット通販会社等の幅広い業種に渡っております。

　当社グループの事業の特色は自社商品である「プライベート・ブランド商品」（以下PB商品という。）や「（注

１）エクスクルーシヴ（Exclusive）商品」（以下EX商品という。）によって競合他社との差別化を図っておりま

す。

　販売事業は販売チャネルごとに卸売販売事業・小売販売事業・海外販売事業を展開しております。各販売事業の

取扱商品及び顧客業種の共通性から、当社グループの報告セグメントは「各種設備機器・部品・材料の開発販売」

の単一セグメントに設定しております。なお、当社グループの業績は、商品や市場特性から「機械受注（工作機

械）」等の経済指標に連動する傾向があります。

（注１）「エクスクルーシヴ（Exclusive）商品」とは、当社が国内販売代理権を有する海外メーカー品です。

＜取扱商品について＞

　当社グループの取扱商品には、「PB商品」、「EX商品」、「国内メーカー品」、「海外メーカー品」がありま

す。「国内メーカー品」、「海外メーカー品」は、いわゆるナショナル・ブランド商品（以下NB商品という。）で

あり、当社グループでは、国内・海外に多数の仕入先（メーカー及び商社）を有しております。

　PB商品は、自社工場を持たないファブレスメーカーとして、商品の企画・設計・品質管理を自社で行い、製造は

おもにアジアの協力工場に委託するOEM「Original Equipment Manufacturing」手法(以下OEM手法という。）を導

入し、低価格で品質の安定した商品の提供を追求しております。

　これまでに上市したPB商品は、製造業における工場設備や機械装置で多用される配管部品「ステンレス製ねじ込

み継手」「ステンレス製ボールバルブ」等があり、後者は、1996年発売の第一号PB商品であり、現在も主力商品の

一つとして当社グループの成長を牽引しております。

　PB商品には以下４つのブランド名を付して展開しております。

ａ．「ＦＬＯＢＡＬ（フローバル）ブランド」パイプ・継手・バルブ等の配管部品

ｂ．「ＰＲＯＳＴＹＬＥ　ＴＯＯＬ（プロスタイルツール）ブランド」コンプレッサー・エアーホース・ポンプ等

の機械器具

ｃ．「ＲＥＨＯＭＡ（リホマ）ブランド」住宅の水まわり設備機器

ｄ．「mizunohana（水の花）ブランド」デザイン性を重視した洗面等の水まわり設備機器

　EX商品には、1980年から輸入販売を手掛ける英・独製「ホースバンド」があり、国内の建設機械メーカーや各種

産業機械メーカーに多数の採用実績を持つロングセラー商品となっております。
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＜品質保証体制について＞

　当社グループでは、PB商品を対象にした品質保証体制を構築しております。商品開発や品質管理の専門部署を設

置し、独自の品質管理基準に基づき各種専門機器による製品検査を実施しております。また、顧客要望により各種

証明書の発行や図面提供等のサービスも実施しております。

＜販売事業について＞

　当社グループの販売事業は卸売販売事業・小売販売事業・海外販売事業を展開しております。

　卸売販売事業は、「機械工具商」「管工機材商」「工業用ゴム製品卸」と呼称される専門商社を中心に、ホーム

センター・ネット通販会社から最終ユーザーの製造業までの流通段階に多数の顧客を有しております。全国主要都

市に設置する営業所（東京・名古屋・大阪・札幌・仙台・新潟・広島・福岡）と本社コールセンターを窓口とし、

Web受注方式（注文専用サイト・らくねっと）を導入しております。

　小売販売事業は、ネット通販事業・ショップ販売事業・住設機器販売事業の3事業を展開しております。ネット

通販事業は、2008年10月に本店サイト「配管部品.com」を立ち上げ、2024年４月に「電材部品.com」を立ち上げ、

現在は楽天・Amazon・Yahoo等の大手ショッピングサイトにも出店しております。ショップ販売事業は、当社直営

店舗事業であり、配管・空調・電気を中心とした一般住宅設備工事に携わるプロユーザーを対象に、「設備マー

ト」の店名にて2017年10月に大阪府八尾市に第１号店（2022年２月に大阪府守口市に移転）を開店し、その後、尼

崎店、足立花畑店、平野店、高槻店を出店しております。住設機器販売事業は、自社ブランド「mizunohana（水の

花）」の洗面ボウル・洗面キャビネット・LEDミラー等、デザイン洗面製品の販売事業で、リフォーム会社や建築

設計事務所等向けに横浜・大阪ショールームにてマーケティング活動を展開しております。

　海外販売事業は、韓国法人Flobal Korea Co.,Ltd.と中国法人芙麓（上海）商貿有限公司において展開しており

ます。韓国法人はＥコマースサイト「GlobalMRO.com」により韓国国内ユーザー向けにPB商品や日本のNB商品を販

売しております。中国法人は、おもに英国製ホースバンドを中国正規代理店として中国国内ユーザー向けに販売し

ております。
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＜物流拠点について＞

　当社の国内における物流拠点は、大阪府八尾市の西部ロジスティックセンターであります。現在、標準在庫品と

して約1.8万点（2025年３月現在）を保有しており、少量・多品種・短納期・多頻度等の商品特性に対応するため、

３PL（注２）サービスを活用し、全国への即納体制を整えております。

　（注２）３PLとは顧客企業からサプライチェーン・マネジメント機能の一部又は全部を請け負う物流サービスを

提供するものです。
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＜事業系統図＞

事業系統図は以下のとおりであります。

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

芙麓(上海)商貿有限公司

(注)1

中国上海

市浙江中

路

USD 320,000

・英国製ホースバンドの中国

国内ユーザー向け販売

・当社PB商品の品質管理

100.0

当社との

商品売買

役員の兼任

（連結子会社）

Flobal Korea Co.,Ltd. 

(注)1

韓国ソウ

ル特別市

九老区

KRW 650,000,000

・韓国内Ｅコマースサイト

「GlobalMRO.com」運営

・日本製品の韓国国内向け卸

販売

・当社海外提携メーカー商品

の品質管理

100.0

当社との

商品売買

役員の兼任

４【関係会社の状況】

　（注）　1. 特定子会社であります。

　2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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従業員数（人）

104(81)

2025年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

98(77) 41.4 8.6 4,939

５【従業員の状況】

(１）連結会社の状況

2025年３月31日現在

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パート社員及び派遣社員）は、年間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

２．当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。

(２）発行者の状況

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パート社員及び派遣社員）は、年間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．平均年間給与には、契約社員、パート社員及び派遣社員の給与は含まれておりません。

４．当社は、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し

ております。

(３）労働組合の状況

　　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）業績

　当連結会計年度における世界経済および日本経済は、自動車関連産業を中心に工作機械をはじめとする設備投資が

慎重な動きとなったものの、社会経済活動の正常化や雇用・所得環境の改善により、緩やかに景気回復が進みまし

た。一方、地政学リスクや原材料費の高止まりに加え、円安の進行など先行き不透明な状況が続きました。

　当社グループの業績と相関性が高い工作機械分野におきましては、国内需要の増加に伴い微増となりましたが、建

設機械分野におきましては、国内・輸出共減少に転じ、住宅分野におきましても、新設住宅着工戸数は減少いたしま

した。

　このような厳しい環境下、当社グループは、積極的な事業活動を継続し、自社商品である、ねじ込み式可鍛鋳鉄製

管継手の取扱サイズを拡充させる等の販売促進を実施した結果、売上高は増加しましたが、円安の継続、原材料費の

高騰、運送代の値上等の影響により利益は減少いたしました。

　これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高7,431,771千円（前年同期比13.5％増加）、営業利益207,370

千円（前年同期比36.3％減少）、経常利益218,174千円（前年同期比35.1％減少）、親会社株主に帰属する当期純利益

156,291千円（前年同期比7.0％増加）となりました。

　なお、当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ、46,010千円減少し、732,977千円とな

りました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、24,816千円の収入（前年同期は444,737千円の収入）となりました。収入の

主な内訳は、税金等調整前当期純利益236,201千円、減価償却費22,551千円、売上債権の減少額76,398千円、仕入債務

の増加額70,769千円によるものであり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額176,067千円、法人税等の支払額74,969

千円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、34,462千円の支出（前年同期は75,153千円の支出）となりました。収入の

主な内訳は、差入保証金の回収による収入1,473千円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出

5,379千円、無形固定資産の取得による支出19,430千円、定期預金の預入による支出5,985千円によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、39,010千円の支出（前年同期は327,708千円の支出）となりました。支出の

内訳は、リース債務の返済による支出5,010千円、短期借入金の純減少額20,000千円、自己株式の取得による支出

14,000千円によるものであります。
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区分 金額（千円） 前年同期比（％）

卸売販売事業 4,407,309 101.1

小売販売事業 2,610,409 143.0

海外販売事業 414,052 113.5

合計 7,431,771 113.5

２【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

当社グループは、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

（２）受注実績

当社グループは、受注生産を行っておらず、また、受注は販売と概ね連動しているため、記載は省略して

おります。

（３）販売実績

当連結会計年度における販売実績を示すと、次のとおりであります

　（注）１．当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

を省略しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10以上の相手

がないため記載を省略しております。
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３【対処すべき課題】

　当社グループが対処すべき主な課題は、以下の項目と認識しております。なお、文中の将来に関する事項は、当連

結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　当社グループの卸売販売事業・小売販売事業が属する機械器具業界は、次のような状況を背景に厳しい競争環境と

なっております。

最終ユーザーである国内製造業では、1980年代から現在まで、為替相場の変動や、製造コストの削減、産業のグロー

バル化などを要因に、国内工場の海外移転が進行し、メーカー業界では、ユーザーからのコストダウン要求、原材料

費の高騰、低コスト海外製品の流入などにより、海外生産や海外協力工場への製造委託が活発化しております。ま

た、卸売販売事業の顧客である機械器具流通業では、市場の縮小、大手の寡占状況（IT・物流を軸とした戦略）、特

に中間卸といわれるポジションでは、プレーヤー各社が直需指向、ＩＴ・物流整備、業際化、業務提携、Ｍ＆Ａなど

の戦略に基づき、事業内容や経営体制の見直しが進行中です。

　小売販売事業のターゲット業種である建築設備工事業では、工事量の減少、受注単価の切り下げの傾向が続いてお

り、また、人材面でも人口減少・人手不足・熟練工不足等の社会問題を背景に、施工技術者の質、量ともに低下が懸

念されております。

　このような環境下、当社グループは、配管部品を中心としたMRO資材（Maintenance Repair and Operations　備

品・消耗品資材）、卸売販売事業と小売販売事業、PB商品開発等の経営戦略に基づき、大手競合の進出に備えつつ、

市場の川上から川下に至る市場動向を注視することにより、以下の課題に対応してまいります。また、内部統制・コ

ーポレートガバナンス・ステークホルダー対応等、経営管理体制の強化を図ってまいります。

（１）小売販売事業の成長

当社グループでは、小売販売事業を成長戦略の中核と位置づけ、収益の柱へと成長させてまいります。

　ネット通販事業では、成長著しい生産材Ｅコマースサイトの競争に勝ち抜くため、専門カテゴリーＥコマースサ

イトらしい深さと幅を備えた品揃えで差別化し、サイト機能の強化並びに新しいEコマースサイトの立ち上げも視

野に入れながら、成長軌道へと乗せたいと考えております。

　ショップ販売事業では、中小・個人レベルの設備工事業をターゲットに、専門ショップらしい目利きによる品揃

えと、利便性の高いサービス、お求めやすい価格など、エリア固有のニーズを捉えながら、地元プロユーザーに愛

されるショップ作りに取り組んでまいります。

　住設機器販売事業では、ＥコマースサイトやＳＮＳ等を駆使しながら、リフォーム会社や建築設計事務所等のタ

ーゲット業種への「mizunohana（水の花）」ブランドの浸透を図ってまいります。

（２）卸販売事業の強化

　当社グループの主力事業である卸売販売事業では、環境変化の著しい中、卸売、通販・量販店、直需等の顧客ご

とにグループを設け、それぞれの要求事項をカバーできる共有の業務体制（受注・在庫・配送等）を構築し、その

一層の充実とレベルアップを図りながら、より高い生産性を追求してまいります。

（３）海外販売事業の拡大化

　当社グループの海外販売事業では卸売販売事業・小売販売事業が属する機械器具業界に対して新たな販路を確立

するため事業を推し進めておりますが、各国の個人顧客への販売手段が少ないことからＥコマースサイト等を活用

することにより、当社グループの販路をより確固たるものにしてまいります。

（４）バックヤードの強化

　当社グループの販売事業を支える商品開発業務では、主力商品の継手・バルブ・ホース金具等の配管部品に加

え、住宅設備機器や工場設備機器の自社製品化、海外規格商品の開発等を推進しております。

このほか、多角化事業展開、特にショップ事業の多店舗展開を支えるシステム整備、物流整備に注力してまいり

ます。

（５）事業資金の強化

　当社グループでは、上記事業推進を見据え、資金調達手段を多様化することで、中長期的に安定した成長が可能

な財務体質強化に努めてまいります。

（６）内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実

　企業は、株主から選任されて就任を承諾した役員が企業の責任権限を委任され、善管注意義務と責任のもとに経

営を執行し、株主の利益を守り、経営状態の情報を適時に過不足なく開示する責任と義務を負っており、当社グル

ープはこれがコーポレート・ガバナンスの基本であり、原点であると考えております。

　その実現には、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が重要であり、株主利益を守る見地から、企業経営に対

するチェック機能をより充実させ、経営の透明性を確保するとともに、コンプライアンスを重視した経営を推進し

ます。また、この経営管理体制に基づき、適切かつ迅速な情報開示を実施してまいります。
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（７）配当政策について

　当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして捉えております。しかしながら、現時点

において当社グループは、経営基盤の強化及び新たな事業展開のために内部留保を充実させ、財務体質の強化と必

要な投資に充当することをまずは優先するべきと判断しております。このことは結果的に、株主の皆様に対する多

くの安定的な利益還元の実現に繋がると考えております。一定の内部留保を実現し、可能な限り近い将来におい

て、株主への利益の配当を適正に実施する方針でありますが、配当実施の時期、金額等については現時点で未定で

あります。

４【事業等のリスク】

　以下において、当社グループ事業展開に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。当社グルー

プは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針であり

ます。

　また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、実際の結

果とは異なる可能性があります。

（１）景気変動及び関連市場の動向について

　当社グループ主力事業の卸売販売事業は、取扱商品の特性から、機械受注（工作機械等）や鉱工業指数、建設投

資等の統計指標に連動する傾向があります。特に国内の工作機械受注高では、2025年3月時点で中国向けがおよそ

35.4％のシェアを占めており、中国の設備投資又は自動車向けの動向に影響を受けやすい状況であると考えており

ます。当社グループでは、全国展開及び小売販売事業を推進し、特定市場に依存するリスクを低減するよう取り組

んでおりますが、景気変動や関連市場の動向などの影響により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与

える可能性があります。

（２）為替変動について

　当社グループでは、グローバルに事業展開を図っており、海外提携メーカー・海外協力工場及び在外子会社との

輸出入に際し、外貨建債権債務が発生するため、換算差額が為替差損益として発生します。当社グループでは、デ

リバティブ取引を実施することで為替差損失発生リスク低減に努めておりますが、為替レートが大きく変動した場

合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（３）カントリーリスクについて

　当社グループの事業活動は、各国の政策動向やその国固有の規制等の影響を受けており、今後、当社グループが

事業展開するに際して、新たな関税、通貨規制、税制度等が導入された場合には、これらの対応コストの発生によ

り、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（４）ＰＢ商品の品質及び製造物責任について

　当社グループ主力商品のPB商品は、国内外の協力工場・メーカーを中心にOEM手法による委託生産を行っており

ます。当社グループでは品質保証の専任部署を設置し、製品の品質管理を行っているとともに製造物責任保険も付

保しておりますが、商品に予期せぬ不具合が発生した場合や大規模なリコール及び製造物責任賠償につながるよう

な商品の欠陥が発生した場合など、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（５）減損損失について

　外部環境の著しい変化等により、事業活動における収益が悪化し、事業活動から生じる損益がマイナスとなった

場合、固定資産について減損損失を計上する可能性があります。事業計画に基づく販売が想定通りにいかない場合

は減損損失を計上し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（６）競合及び価格競争について

　当社グループの自社商品開発では、自社工場を持たないファブレスメーカーとして、PB商品の企画・設計・品質

管理を行うなど、他社との差別化を図っておりますが、当社グループと同様に自社開発を行っている企業や新規参

入企業による代替品の出現や、これら競合との競争激化により、当社商品の品質レベルを維持したまま販売価格を

値下げせざるを得ない場合などには、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（７）商品仕入について

　当社グループの取扱商品は、仕入先メーカー等における製造原価が原材料価格、輸送コスト、為替変動等の変動

に影響を受けるため、仕入価格が変動する可能性があります。これらの仕入先とは原則として取引基本契約を締結

し、安定的な取引を行っておりますが、市況の変化により仕入先の経営状態（倒産、廃業、転業等）や商品供給状

況（出荷停止、欠品、不良品等）が悪化した場合など、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（８）人材確保及び育成について

　当社グループでは、人材の確保と育成に重きを置いており成長戦略の中で欠かせないものと考えております。当

社グループでは、積極的な人員の採用及び教育を行っており、定期的な採用活動に当社従業員が一堂に会した全社

社内研修などを実施しておりますが、十分な人材の確保ができない場合や、大量の退職者が発生した場合には、当

社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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（９）情報システム及び情報セキュリティについて

　当社グループでは、顧客情報、商品情報、受注情報、見積や請求、その他経理・財務業務など多くをコンピュー

タシステムで管理・運営をしております。データーセンターを用いたシステムの保全及び県外でのシステムデータ

定期バックアップなど対策を行っておりますが、大規模広域災害もしくはコンピュータウイルスによる影響などに

より、システム及びデータベース使用が長期的に中断もしくは使用不能となった場合は、当社グループの経営成績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（10）特定商品・分野への依存について

　当社グループの主力商品であるPB商品や海外提携メーカー商品は、汎用性が高く、様々な用途分野で使用されて

いるため、特定の分野・業界に依存する傾向は低くなっております。しかしながら、今後、競合他社による優れた

代替品の登場や、配管分野における技術革新や新たなニーズの発生等、容易に予期できない広範囲の需要変化があ

った場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（11）Ｅコマースサイトについて

　当社グループは、小売販売事業におけるネット通販事業や、卸売販売事業及び海外販売事業の一部において、イ

ンターネットを使用した営業形態をとっております。インターネットにはシステム障害や不正アクセス、技術革新

による機能の陳腐化等のリスクがあり、これらを原因としてインターネット商取引の利便性や信頼性が失われた場

合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（12）新規出店について

　当社グループ小売販売事業におけるショップ販売事業では、事業計画において店舗の出店計画を策定しておりま

す。これには店舗物件確保の困難や競合店の出店、出店にかかる費用の上昇、あるいは自然災害や事故等の予期し

得ない要因により、出店できない場合や、出店時期が遅延する等のリスクがあります。これらを原因として事業計

画が達成されない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（13）在庫について

　当社では、収益力強化のためPB商品及びNB商品の販売拡大に取り組んでおりますが、これに伴い在庫の増加及び

在庫欠品のリスクや商品回転率低下のリスクを抱えております。仕入・販売・在庫計画の精緻化や在庫コントロー

ルの強化により、在庫の抑制、欠品リスクの低減、商品回転率の向上に努めておりますが、販売の予期せぬ変動に

より在庫が過剰となり、その削減が進まなければ廃棄処分や評価損の計上が必要となる場合や、在庫が欠品するこ

とによる販売機会の損失により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（14）物流について

　当社グループでは、国内の物流網及び海外の輸送について海外の物流網に依存しております。複数の物流業者と

の業務委託契約を締結しリスク分散に努めておりますが、大規模広域災害などによる道路網寸断、交通制御装置の

破損、出航の停止等により事業の運営が困難になった場合には、入出荷の停止や、代替え手段による入出荷が発生

する可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（15）法規制について

　当社グループの卸売販売事業については、「不正競争防止法」、「独占禁止法」等、小売販売事業については、

「景品表示法」、「個人情報保護法」等、海外販売事業については、「外為法」等の規制をそれぞれ受けておりま

す。これらの法的規制の改廃や新設された場合には、当社グループの事業活動が制約されることや、それらに適合

するための追加コストが発生する可能性があります。また、当社グループの遵守状況や不適切な対応、重大な違反

等があった場合、当社グループの事業や経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（16）Ｍ＆Ａについて

　当社グループは、成長戦略の一環としてＭ＆Ａを実施する可能性があります。経営戦略に関わる専門部署を設置

し、最大限の利益を享受できるよう慎重に検討を重ねますが、Ｍ＆Ａにおける買収価格が常に適正、妥当であると

いう保証はありません。買収後の収益が、買収時に見込んだ将来の収益予想を大幅に下回った場合、当社グループ

の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（17）災害・疫病等について

　当社グループは、大規模広域災害や国内外における感染症の大流行（パンデミック）などの不可避的な事業中断

リスクを想定し、適宜テレワーク・テレビ会議実施等により事業影響が最小限となるよう体制を構築しております

が、このような災害における物的・人的被害及び新型コロナウイルス感染症等の要因による世界的な景気後退等に

より、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

（18）訴訟に関するリスク

　当社グループが事業展開する中で、製造物責任、知的財産権、環境、下請け法、労務等に関して継続的な法令遵

守に努めるようリスク・コンプライアンス委員会及び品質定例報告会を設置し、弁護士等随時相談するなど対策を

行っておりますが、重大な訴訟が提起された場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

（19）J-Adviserとの契約について

　当社は、㈱東京証券取引所が運営を行なっております証券市場TOKYO PRO Marketに2021年12月16日に上場いたし
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ました。当社では、フィリップ証券㈱を担当J-Adviserに指定することについての取締役会決議に基づき、2020年

９月29日にフィリップ証券㈱との間で、担当J-Adviser契約（以下「当該契約」といいます。）を締結しておりま

す。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の新規上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約

を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保できない場合、当社株式はTOKYO PRO Marketから上場廃止となりま

す。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下のとおりです。

　なお、本発行者情報の開示日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。

＜J-Adviser契約解除に関する条項＞

　当社（以下「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券㈱（以下「乙」という。）は

J-Adviser契約（以下「本契約」という。）を即日無催告解除することができる。

①　債務超過

　甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態から脱却しえなか

ったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を

経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末

日）までの期間（以下この項において「猶予期間」という。）において債務超過の状態から脱却しえなかった場

合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続もしくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による

「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以

内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年以内

（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して２年を経過する日（猶予期間の最終日の翌日から起算して１年を

経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日後最初に到来する事業年度の末

日）までの期間内）に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。

　なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度（甲が連

結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を開示するまでの間において、再建計

画（本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む。）を公表している甲を対象と

し、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及び、ｂに定める書類に基づき行う。

ａ　次の（ａ）又は（ｂ）の場合の区分に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に規定する書面

　（ａ）法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合

　　　　　当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面

　（ｂ）私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場

合

　　　　　当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した

書面

ｂ　本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、公

認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

②　銀行取引停止

　甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を

書面で受けた場合

③　破産手続、再生手続又は構成手続

　甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続もしくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法律

に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要

と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａから

ｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至っ

た場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａから

ｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。

ａ　甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない

整理を行う場合

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ　甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難で

ある旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部もしくは大部分の

譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲から

当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲

渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）

ｃ　甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受もしくは弁済に関

する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受もしくは弁済の額が直
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前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。）

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日

④　前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再生計画の開示を行った場合には、原則として本契

約の解除は行わないものとする。

再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。

ａ　次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。

（ａ）　甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。

（ｂ）　甲が前号ｃに規定する合意を行った場合

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。

ｂ　当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。

（ａ）　当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。

（ｂ）　前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること

及びそれを証する内容

ｃ　当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でない

と認められるものでないこと。

⑤　事業活動の停止

　甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう）又は

これに準ずる状態になった場合。

　なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場

合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａから

ｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ　甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又

は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生

ずる日の 3 日前（休業日を除外する。）の日

（ａ）　TOKYO PRO Marketの上場株券等

（ｂ）　上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合 当該合併に係る新設

会社もしくは存続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付す

る場合に限る。）が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等

ｂ　甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通出

資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による

承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）について

の書面による報告を受けた日）

ｃ　甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（③ｂの規定の適用を受ける場合を除

く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。

⑥　不適当な合併等

　甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社分割

による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の

承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式もしくは優先出資

の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）

を行った場合で、当該上場会社が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。

⑦　支配者株主との取引の健全性の毀損

　第三者割当により支配株主が異動した場合（当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付

された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合）において、支配株主との取引に

関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。

⑧　有価証券報告書又は四半期報告書並びに発行者情報等の提出遅延

　甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書並びに発行者情報等につき、法令及び上場規程等に

定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。

⑨　虚偽記載又は不適正意見等

　次のａ又はｂに該当する場合

ａ　甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

ｂ　甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については「不適正

意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合

を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。
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⑩　法令違反及び上場規定違反等

　甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。

⑪　株式事務代行機関への委託

　甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しない

こととなることが確実となった場合。

⑫　株式の譲渡制限

　甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。

⑬　完全子会社化

　甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。

⑭　指定振替期間における取扱い

　甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。

⑮　株主の権利の不当な制限

　株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g までのいずれかに掲げる行

為を行なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、

その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。

ａ　買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買

収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導

入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるた

めに、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）

ｂ　ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発

動とすることができないものの導入。

ｃ　拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要

する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行なっている子

会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、

当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項

について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱

う。）。

ｄ　上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解

任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

ｅ　上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の

議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額

等が上場株券等より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決定。

ｆ　議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害す

るおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。

ｇ　株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る

決議又は決定。

⑯　全部取得

　甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。

⑰　反社会的勢力の関与

　甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Marketに対する株

主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。

⑱　その他

　前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認め

た場合。

＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞

①　いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、相

当の期間（特段の事情のない限り１ヶ月とする。）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その

催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

②　前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。ま

た、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

③　契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知しな

ければならない。

　　このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止となりま

す。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用

の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実

績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異な

る場合があります。

(2）財政状態の分析

（流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ、105,137千円増加し、3,625,681千円とな

りました。主な要因は、電子記録債権の増加12,201千円、商品の増加171,456千円、前渡金の増加28,211千円、

未収消費税等の増加10,729千円、現金及び預金の減少40,025千円、受取手形及び売掛金の減少89,633千円であり

ます。

（固定資産）

　当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末と比べ、2,358千円減少し、240,108千円となりま

した。主な要因は、ソフトウエアの増加16,687千円、建物及び構築物の減少3,282千円、その他に含まれる工

具、器具及び備品の減少4,278千円、ソフトウエア仮勘定の減少4,650千円、繰延税金資産の減少6,618千円であ

ります。

（流動負債）

　当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ、42,829千円減少し、1,226,416千円とな

りました。主な要因は、短期借入金の減少20,000千円、未払消費税等の減少62,596千円、契約負債の減少14,177

千円、賞与引当金の減少17,825千円、支払手形及び買掛金の増加47,778千円、電子記録債務の増加22,990千円で

あります。

（固定負債）

　当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ、181千円減少し、136,493千円となりまし

た。主な要因は、役員退職慰労引当金の増加7,689千円、リース債務の減少3,379千円、退職給付に係る負債の減

少1,086千円であります。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ、145,789千円増加し、2,502,880千円となり

ました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加156,291千円、その他有

価証券評価差額金の増加4,008千円、自己株式取得による減少14,000千円であります。

(3）経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

「第一部　第３　１【業績等の概要】（１）業績」に記載のとおりであります。

(4）資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性に係る情報については、「第一部　第３　１【業績等の概

要】 （２）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第４【設備の状況】
　当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントであるため、セグメントに関連付けた記載

はしておりません。

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、小売販売事業のECサイト構築費用等を中心に29,460千円の投資を実施し

ました。

2025年3月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額（千円）

建物及び
構築物

リース資産 ソフトウエア その他 合計 従業員数

（人）

本社

(大阪府大阪市西区)
事務所 12,525 1,521 23,699 3,037 40,783

57

（18）

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）発行者

（注）　１．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

２．本社事務所、店舗及びショールームについては、連結会社以外から賃借しており、年間賃借料は88,465千円

　　であります。

３．当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

　　を省略しております。

４．帳簿価額のうち「その他」は、主に工具、器具及び備品であります。

(2）在外子会社

　該当事項はありません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

　　該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。

- 18 -



記名・無記名の
別、額面・無額
面の別及び種類

発行可能株式
総数（株）

未発行株式数
（株）

連結会計年度末
現在発行数

（株）
（2025年３月31日）

公表日現在発行数
（株）

（2025年６月23日）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取

引業協会名

内容

普通株式 1,940,000 1,452,920 487,080 487,080

東京証券取引所

（TOKYO PRO

Market）

単元株式数

は100 株で

あります。

計 1,940,000 1,452,920 487,080 487,080 － －

第５【発行者の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2017年６月29日（注） － 487,080 60,000 90,000 － －

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）利益剰余金の資本金組み入れによるものであります。

2025年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 4 － － 45 49 －

所有株式数

（単元）
－ － － 1,651 － － 3,201 4,852 1,880

所有株式数の割

合（％）
－ － － 33.9 － － 66.1 100 －

（６）【所有者別状況】

（注）自己株式30,300株は「個人その他」に303単元含まれております。
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氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
株式総数に対する所
有株式数の割合

（％）

岡田　吉高 大阪府大阪市北区 245,680 53.79

岡田産業株式会社 大阪府大阪市福島区福島１-１-48 163,000 35.68

岡田　令奈 大阪府大阪市阿倍野区 25,000 5.47

多田　由里子 大阪府八尾市 1,764 0.39

槌賀　陽子 兵庫県尼崎市 1,755 0.38

フローバル従業員持株会 大阪府大阪市西区西本町１-15-10 1,436 0.31

齊藤　辰男 新潟県新潟市中央区 1,000 0.22

株式会社浅井 東京都大田区平和島５-８-23 1,000 0.22

合同会社NRC 埼玉県深谷市東方町１-８-11 1,000 0.22

松山　克之 奈良県奈良市 930 0.20

計 － 442,565 96.89

（７）【大株主の状況】

2025年３月31日現在

（注）１．当社が保有する自己株式数30,300株につきましては、上記の表及び持分比率の計算より除いております。

　　　２．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2025年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　　 30,300
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　　454,900 4,549 －

単元未満株式 普通株式　　　　　1,880 － －

発行済株式総数 　　　　487,080 － －

総株主の議決権 － 4,549 －

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2025年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

（自己保有株式）　

フローバル株式会社

大阪市西区西本町

１-15-10
30,300 － 30,300 6.22

計 － 30,300 － 30,300 6.22

②【自己株式等】
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（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

（10）【従業員株式所有制度の内容】

①役員・従業員株式所有制度の概要

当社は、福利厚生を目的として、当社従業員等が自社株式を定期的かつ継続的に取得・保有し、資産形成

の一助となるよう、従業員持株会制度を導入しております。

②役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

　特段の定めは設けておりません。

③当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲

　当社従業員に限定しております。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2024年６月27日）での決議状況

（取得期間　2024年７月16日～2024年８月19日）
3,500 14,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 3,500 14,000,000

残存決議株式の総数及び価格の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

（２）【取締役会決議による取得の状況】

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得

自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他（自己株買付） － － － －

保有自己株式数 30,300 14,000,000 30,300 14,000,000

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
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３【配当政策】

　当社は、経営基盤の強化や財務安全性を優先する必要性により、現在配当を実施しておりませんが、株主に対する

利益還元は重要な経営課題の一つとして捉えております。

　当社は、経営基盤の強化及び新たな事業展開のために内部留保を充実させ、財務体質の強化と必要な投資に充当す

ることが株主の皆様に対する多くの安定的な利益還元の実現に繋がると考えております。

　なお、当事業年度の剰余金の配当につきましては、内部留保資金の確保のため実施しておりません。内部留保資金

につきましては、経営基盤の強化、将来の事業展開のための資金等に充当して参ります。

　一定の内部留保を実現し、可能な限り近い将来において、株主への利益の配当を適正に実施する方針であります

が、配当実施の時期、金額等については現時点で未定であります。

　当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これら剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

回次 第88期 第89期 第90期

決算年月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

最高（円） 4,000 － －

最低（円） 4,000 － －

４【株価の推移】

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおけるものです。

月別 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年１月 2025年２月 2025年３月

最高（円） － － － － － －

最低（円） － － － － － －

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおけるものです。

　　　２．2024年10月から2025年３月については、売買実績がありません。
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式数

（株）

代表

取締役
会長 岡田　吉高 1956年７月９日生

1982年４月　㈱ISSより千代田化工建設㈱へ通訳

として派遣

1984年10月　当社入社

1994年４月　当社東京事業部長

1997年５月　当社取締役

1997年９月　当社代表取締役社長

2023年６月　当社代表取締役会長（現任）

(注)１ (注)４ 245,680

代表

取締役
社長 小林　勇 1973年３月10日生

1995年４月　㈱タブチ入社

2017年１月　当社入社

2021年４月　当社小売事業部長

2021年６月　当社取締役小売事業部長

2023年６月　当社代表取締役社長（現任）

(注)１ (注)４ －

取締役 総務部長 高瀬　博 1955年８月８日生

1978年４月　新田ゼラチン㈱入社

2019年７月　クックビズ㈱入社

2021年３月　当社入社経営企画室長

2021年６月　当社取締役経営企画室長

2021年６月　子会社芙麓(上海)商貿有限公

            司董事長

2021年６月　子会社Flobal Korea

            Co.,Ltd.理事（現任）

2022年６月　当社取締役管理部長

2025年４月　当社取締役

2025年６月　当社取締役総務部長（現任）

(注)１ (注)４ －

取締役 小売事業部長 乾　真規 1972年４月13日生

1992年４月　㈱ダイエーコンビニエンスシステ

ムズ入社

1977年10月　アクリサンデー㈱入社

2000年11月　㈱ムラカミ入社

2005年８月　当社入社

2017年７月　当社第一営業部副部長

2023年７月　当社仕入部長

2025年４月　当社小売事業部長

2025年６月　当社取締役小売事業部長（現任）

(注)１ (注)４ 580

取締役 商品部長 楊　晶 1973年７月15日生

2001年４月　福山YMCAビジネス専門学校入社

2004年２月　当社入社

2015年４月　当社技術部副部長

2023年４月　当社商品部長

2025年６月　当社取締役商品部長（現任）

(注)１ (注)４ 464

取締役 － 山元　博文 1970年３月19日生

1993年４月　㈱電響社入社

1993年10月　丸岡会計事務所入所

1996年８月　友弘会計事務所入所

2003年９月　税理士法人マイツ入所

2004年５月　税理士登録

2016年12月　税理士法人ロジック

            代表社員

2018年６月　当社取締役（現任）

2019年２月　㈱ビズ・リサーチ

　　　　　　代表取締役（現任）

2019年４月　山元博文税理士事務所所長

　　　　　　（現任）

(注)１ (注)４ －

監査役 － 平野　章夫 1959年12月１日生

1982年４月　東洋ゴム工業㈱　入社

2009年４月　㈱トーヨータイヤジャパン出向

2012年４月　東洋ゴム工業㈱

　　　　　　経営企画本部情報システム部長

2016年３月　同常勤監査役

2020年８月　㈱マナベインテリアハーツ常勤

            監査役

2024年６月　当社監査役（非常勤）（現任）

(注)２ (注)４ －

５【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式数

（株）

監査役 － 白　太成 1959年７月20日生

1982年４月　日本オリベッティ㈱（現　NTT

　　　　　　データルウィーブ㈱）入社

1989年10月　青山監査法人入所

1991年８月　太陽監査法人（現　太陽有限責任

　　　　　　監査法人）入所

1993年５月　公認会計士登録

1993年５月　監査法人浩陽会計社入所

1993年11月　税理士登録

2004年２月　はく会計事務所所長（現任）

2012年６月　当社監査役（非常勤）（現任）

(注)３ (注)４ 600

監査役 － 福本　洋一 1975年９月12日生

2003年10月　弁護士会登録（大阪弁護士会）

2003年10月　第一法律事務所

　　　　　（現：弁護士法人第一法律事務所）

            入所

2014年１月　弁護士法人第一法律事務所

　　　　　　パートナー（現任）

2016年２月　特定非営利法人　日本システム

            監査人協会理事（現任）

2017年２月　クックビズ㈱　監査役（現任）

2024年６月　当社監査役（非常勤）（現任）

(注)３ (注)４ －

計 247,324

　（注）１．取締役の任期は、2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

２．監査役平野章夫氏、福本洋一氏の任期は2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役白太成氏の任期は、2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

４．2025年３月期における役員報酬の総額は102,831千円を支給しております。

５．山元博文氏は、社外取締役であります。

６．平野章夫氏、白太成氏、福本洋一氏は、社外監査役であります。

７．平野章夫氏には、２社の監査役を経験しており、監査に関する高い見識を有しており、中立かつ客観的な立

場から当社の経営に対する監視、監督機能の知見を有しております。

８．白太成氏には、企業会計及び会計監査に関する専門的知見と豊富な経験に基づき、中立かつ客観的な立場か

ら当社の経営に対する監視、監督機能を担っております。

９．福本洋一氏には、弁護士として豊富な経験・知識をお持ちであり、経営の透明性向上、監査機能の強化、コ

ンプライアンス強化の知見を有しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

①　コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社は、株主及びお客様など、ステークホルダーに対し、公正で健全、かつ透明な経営が実践できるよう経

営体制の整備を継続しております。法令遵守につきましては、会社法、金融商品取引法を始めとした関連法

令、また証券取引所の定める規則、基準等を遵守し、当社の企業情報を積極的に開示することが公開会社の責

務であると認識しております。

②　コーポレート・ガバナンスの体制の概況及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法に規定する取締役会設置会社であり、かつ監査役会制度を採用しております。取締役会が経

営の基本方針や重要な業務の執行を決定し、監査役会が独立した立場から取締役の職務を監査する体制が経営

上の健全性を確保する有効な体制であると判断しております。併せて代表取締役が内部監査を司る内部監査課

長を指名し、内部監査を実施することで、経営に対する監督の強化を図っております。加えて当社コンプライ

アンス体制及びリスクマネジメント体制の確立を目的に、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライ

アンス委員会を設置しております。

ａ　取締役会

　当社の取締役会は、６名の取締役（うち社外取締役１名）で構成しております。

　取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、決裁権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程等

の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。な

お、定例取締役会が毎月１回、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を決定し

ております。

　取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締役

の職務執行を監督しております。

ｂ　監査役会

　当社は監査役会制度を採用しており、３名の社外監査役で構成しております。

　監査役会は、監査役会規程に基づき、取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、各監査役

は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。

　なお、監査役３名からなる監査役会が毎月１回、その他必要に応じて臨時監査役会が開催され、経営及び

監査に関する重要事項等の共有化、意見交換等が行われています。

ｃ　会計監査

　当社は、監査法人コスモスと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券

上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお2025年３月期において監査を執

行した公認会計士は新開智之氏、杉江明俊氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。

また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士７名その他２名であります。
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　なお、当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。

ｄ　リスク・コンプライアンス委員会

当社のリスク・コンプライアンス委員会は、取締役、監査役、部門長で構成し、毎期年4回開催しておりま

す。各部門におけるコンプライアンス及びリスクマネジメントの問題点を把握し、その対策の具体化と実践状

況を取締役会に対して報告を行っております。また、事業活動におけるコンプライアンス意識の向上と法令遵

守の徹底を維持するため、リスク予防・対応・再発防止等を目的にした全従業員対象の教育を実施していま

す。

③　内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を決議しております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a　法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス規程」を制定し、当社グループの取締役及

び使用人が、顧客・取引先、株主等に対し、この規程を行動の基本とすることを確認し遵守のうえ、コンプラ

イアンス体制の確立と企業倫理の実践に努める。

b　代表取締役社長の直轄組織とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会は、社内研

修等を活用してその実効性を高めるとともに、内部監査課と共同して遵守状況をモニタリングするなど、当社

グループを網羅的に横断するコンプライアンス体制を整備する。

c　当社グループの取締役及び使用人が、法令上疑義のある行為等について発見したときに直接情報提供を行

う手段として、弁護士及び総務部を窓口とした内部通報制度を設置・運営するとともに、窓口担当者は、窓口

により通報及び相談された事項に関し、コンプライアンス委員会に報告する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という）に記録し、

保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a　「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を

定め、適切に評価・管理体制を構築する。

b　代表取締役社長の直轄組織とするリスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予

防・軽減体制の強化を図る。

c　危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅

速に対処するものとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a　原則月１回の取締役会、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行う

とともに、取締役の職務執行の監督を行う。

b　取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等により取締役の職務執行に関する権限及び責任を定める。

また、必要に応じて見直しを行う。

c　取締役会は、毎月、結果を評価し、担当取締役等に予算と実績の乖離の要因を分析させるとともに、効率

化を阻害する要因を排除・低減するための改善策を実施させ、必要に応じて目標を修正する。また、各部門を

管掌する取締役は、必要に応じて各部門が遂行すべき具体的な施策及び権限委譲を含めた効率的な業務執行体

制を改善する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適性を確保するための体制

a　当社の内部監査課は当社及び子会社各社の内部監査を実施する。

b　子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するために、当社が定める関係会社管理規程に基づき

当社に事前の承認・報告する事項を定める。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならび

にその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の任命・評価・異動については、監査役の意見を尊重して行い、当該使用

人は監査役の指揮命令に従うものとする。なお、当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の業

務を優先して従事するものとする。

７．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

a　監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要会議に出席し、取締役及び使

用人から重要な職務執行等に係る報告を受けることができる。

b　取締役及び使用人は、監査役の出席する取締役会及び経営会議において事業及び財務の状況等の報告を定

例的に行う。

c　内部監査課は、監査役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告する。
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d　当社グループの取締役及び使用人は、法令上疑義のある行為、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれ

のある事項、リスク管理に関する重要な事項、その他コンプライアンス上重要な事項が発生した場合には速や

かに監査役に報告する。

e　当社は、内部通報制度規程の定めにより、内部通報を行ったこと又は当社の監査役へ報告を行ったことを

理由として、不利な扱いを受けないことを規定し、社内に周知徹底を図る。

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他監査費用等の処理に係る方針に関

する事項

当社は、監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合には、当該請求に係

る費用または債務等が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a　監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役と定期的に意見交換を行う。

b　監査役は、定期的に監査法人および内部監査課と連携をとり、監査役監査を行う。

④　内部監査及び監査役会の状況

当社の内部監査は、社長直轄の内部監査課が主管部署として、業務を監査しております。各部の監査結果並

びに改善点につきましては、内部監査課長から、社長に対し報告書並びに改善要望書を提出する体制をとって

おります。

また、監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、

会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の職務の執行を十分に監査できる体制となっており、不正行

為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでいます。

さらに、三様監査の観点から、内部監査課と監査役、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、定期

的に会議を開催し、各自が行った監査実施状況とその結果等の報告を受けるなど情報の共有を図り、意見交換

を行っております。

⑤　リスク管理体制の整備状況

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として総務部が情報の一元化を行っております。また、当

社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするた

めのアドバイスを受ける体制をとっております。

⑥　社外取締役及び社外監査役の状況

当社は社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役山元博文氏は、社内取締役に対

する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また社外監査役平野章夫氏、

白太成氏、福本洋一氏は、経営に対する監視、監督機能を担っております。

社外取締役山元博文氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませ

ん。

社外監査役平野章夫氏及び福本洋一氏は、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害

関係はありません。

社外監査役白太成氏は、当社株式600株を保有しておりますが、この他に当社との間に、人的関係、資本的関

係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありません

が、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選

任を行っております。

⑦　支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わ

せて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないよ

うに対応致します。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要と致します。このような運

用を行うことで関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制

を構築しております。
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役員区分

報酬等の

総額

（千円）

報酬等の種類別の総額

（千円）

対象となる

役員の員数

（人）

基本報酬
ストック　　

オプション
 賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
89,393 83,310 － － 6,083 ５

監査役

（社外監査役を除く）
－ － － － － －

社外役員 13,438 13,150 － － 288 ４

⑧　役員報酬の内容

⑨　監査役及び監査役の定数

　当社の取締役は７名以内、監査役は３名以内とする旨を定款で定めております。

⑩　取締役の選任決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めてお

ります。

⑪　株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件に基づ

き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもって行う旨を定款に定めております。

⑫　自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ

る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた

め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑬　中間配当に関する事項

　当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の定めに基づき、取締役会の

決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑭　取締役及び監査役の責任免除

　当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含

む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めておりま

す。

⑮　株式の保有状況

　該当事項はありません。

区分

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円）

発行者 15,000 －

連結子会社 － －

計 15,000 －

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査法人に対する報酬の内容】

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。

- 28 -



第６【経理の状況】

１．連結財務諸表の作成方法について

（1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

（2）当社の連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定

に基づき、当連結会計年度（2024年４月１日から2025年３月31日まで）の連結財務諸表について、監査法人コスモ

スにより監査を受けております。

- 29 -



（単位：千円）

前連結会計年度
（2024年３月31日）

当連結会計年度
（2025年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 780,535 740,509

受取手形 134,641 68,615

売掛金 757,863 734,255

電子記録債権 525,864 538,065

商品 1,267,835 1,439,292

貯蔵品 10,775 15,386

前渡金 10,725 38,937

未収消費税等 － 10,729

その他 32,647 40,206

貸倒引当金 △344 △317

流動資産合計 3,520,544 3,625,681

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 27,669 24,387

リース資産（純額） 3,583 1,701

その他（純額） 13,682 9,404

有形固定資産合計 ※　44,936 ※　35,492

無形固定資産

リース資産 190 －

ソフトウエア 9,715 26,402

ソフトウエア仮勘定 4,650 －

その他 1,608 1,355

無形固定資産合計 16,164 27,758

投資その他の資産

投資有価証券 24,981 32,007

差入保証金 69,356 66,376

繰延税金資産 73,493 66,874

その他 13,965 13,066

貸倒引当金 △431 △1,468

投資その他の資産合計 181,366 176,857

固定資産合計 242,466 240,108

資産合計 3,763,011 3,865,790

【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2024年３月31日）

当連結会計年度
（2025年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 275,285 323,063

電子記録債務 354,251 377,241

短期借入金 270,000 250,000

リース債務 5,010 3,379

未払金 113,625 129,293

未払費用 34,546 26,722

未払法人税等 41,726 40,905

未払消費税等 62,596 －

契約負債 31,926 17,748

賞与引当金 63,964 46,138

その他 16,312 11,921

流動負債合計 1,269,245 1,226,416

固定負債

リース債務 4,442 1,062

役員退職慰労引当金 64,003 71,692

退職給付に係る負債 13,016 11,929

資産除去債務 47,362 47,447

その他 7,850 4,361

固定負債合計 136,674 136,493

負債合計 1,405,920 1,362,909

純資産の部

株主資本

資本金 90,000 90,000

資本剰余金 15,340 15,340

利益剰余金 2,257,215 2,413,506

自己株式 △28,531 △42,531

株主資本合計 2,334,024 2,476,315

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,502 14,510

繰延ヘッジ損益 3,155 －

為替換算調整勘定 9,408 12,053

その他の包括利益累計額合計 23,066 26,564

純資産合計 2,357,091 2,502,880

負債純資産合計 3,763,011 3,865,790
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

売上高 ※1　6,549,993 ※1　7,431,771

売上原価 ※2　4,537,996 ※2　5,415,222

売上総利益 2,011,997 2,016,548

販売費及び一般管理費 ※3　1,686,239 ※3　1,809,177

営業利益 325,758 207,370

営業外収益

受取利息 336 451

受取配当金 611 772

仕入割引 3,690 4,338

鉄屑処分収入 1,132 293

為替差益 13,103 11,719

その他 2,671 3,929

営業外収益合計 21,545 21,503

営業外費用

支払利息 838 2,188

売上割引 8,321 8,049

ファクタリング売却損 1,012 22

その他 869 439

営業外費用合計 11,041 10,700

経常利益 336,262 218,174

特別利益

固定資産売却益 ※4　　　　636 ※4　　　　70

投資有価証券売却益 79 －

受取和解金 － 18,000

特別利益合計 716 18,070

特別損失

固定資産除却損 ※5　　　　641 －

減損損失 ※6　　125,496 －

投資有価証券評価損 223 42

特別損失合計 126,361 42

税金等調整前当期純利益 210,617 236,201

法人税、住民税及び事業税 66,481 74,030

法人税等調整額 △1,949 5,879

法人税等合計 64,532 79,910

当期純利益 146,085 156,291

親会社株主に帰属する当期純利益 146,085 156,291

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当期純利益 146,085 156,291

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,410 4,008

繰延ヘッジ損益 1,161 △3,155

為替換算調整勘定 3,961 2,645

その他の包括利益合計 ※　11,534 ※　3,498

包括利益 157,619 159,789

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 157,619 159,789

非支配株主に係る包括利益 － －

【連結包括利益計算書】
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 90,000 15,340 2,111,130 △28,531 2,187,939

当期変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 － － 146,085 － 146,085

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － 146,085 － 146,085

当期末残高 90,000 15,340 2,257,215 △28,531 2,334,024

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券　

評価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 4,092 1,994 5,446 11,532 2,199,471

当期変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 － － － － 146,085

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

6,410 1,161 3,961 11,534 11,534

当期変動額合計 6,410 1,161 3,961 11,534 157,619

当期末残高 10,502 3,155 9,408 23,066 2,357,091

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 90,000 15,340 2,257,215 △28,531 2,334,024

当期変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 － － 156,291 － 156,291

自己株式の取得 △14,000 △14,000

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － 156,291 △14,000 142,291

当期末残高 90,000 15,340 2,413,506 △42,531 2,476,315

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券　

評価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 10,502 3,155 9,408 23,066 2,357,091

当期変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 － － － － 156,291

自己株式の取得 △14,000

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

4,008 △3,155 2,645 3,498 3,498

当期変動額合計 4,008 △3,155 2,645 3,498 145,789

当期末残高 14,510 － 12,053 26,564 2,502,880

当連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 210,617 236,201

減価償却費 17,166 22,551

減損損失 125,496 －

投資有価証券売却益（△は益） △79 －

投資有価証券評価損（△は益） 223 42

受取和解金 － △18,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,784 7,689

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,287 △17,825

貸倒引当金の増減額（△は減少） 401 1,010

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △953 △1,086

受取利息及び受取配当金 △947 △1,223

支払利息 838 2,188

固定資産売却損益（△は益） △636 △70

固定資産除却損 641 －

売上債権の増減額（△は増加） △111,714 76,398

棚卸資産の増減額（△は増加） 83,569 △176,067

仕入債務の増減額（△は減少） 78,480 70,769

未収消費税等の増減額（△は増加） － △10,729

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,312 △62,360

前渡金の増減額（△は増加） 28,211 △28,211

その他 22,616 △18,404

小計 480,315 82,872

和解金の受取額 － 18,000

利息及び配当金の受取額 947 1,104

利息の支払額 △849 △2,191

法人税等の支払額 △35,676 △74,969

営業活動によるキャッシュ・フロー 444,737 24,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △70 △5,985

有形固定資産の取得による支出 △16,864 △5,379

有形固定資産の売却による収入 636 70

無形固定資産の取得による支出 △53,715 △19,430

投資有価証券の取得による支出 △628 △656

投資有価証券の売却による収入 298 －

差入保証金の差入による支出 △7,835 △646

差入保証金の回収による収入 3,442 1,473

その他 △418 △3,907

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,153 △34,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △320,000 △20,000

自己株式の取得による支出 － △14,000

リース債務の返済による支出 △7,708 △5,010

財務活動によるキャッシュ・フロー △327,708 △39,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,961 2,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,836 △46,010

現金及び現金同等物の期首残高 733,151 778,988

現金及び現金同等物の期末残高 ※　778,988 ※　732,977

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

　２社

連結子会社の名称

芙麓(上海)商貿有限公司

Flobal Korea Co.,Ltd.

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表

を使用しております。連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

②　棚卸資産

商品

　当社及び在外子会社は主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品

　当社及び在外子会社は主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

③　デリバティブ

時価法を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用

しております。

在外子会社は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　　３～20年

工具、器具及び備品（その他）　　　５～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

自社利用のソフトウエア　　　　　　５年

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

　当社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。

③　役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

当社は主として確定拠出制度を採用しておりますが、一部確定給付制度も採用しております。確定

給付制度では、功労のあった管理職に対して退職時に支給する功労金に備えるため、内規に基づく期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した

財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる

金額で収益を認識しております。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①　卸売販売事業

　卸売事業においては、事業者向けに商品の販売を行っており、顧客に商品等を引き渡した時点で

履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷

時から当該商品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に

収益を認識しております。

②　小売販売事業

　小売事業においては、店舗において商品の販売を行っており、顧客に商品を引き渡した時点で履

行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。

ヘッジ手段　　為替予約

ヘッジ対象　　外貨建予定取引

③　ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行っております。なお、その実

行と管理は内部管理規程に基づいており、為替予約は実需の範囲内で行っております。
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④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

 商品 1,267,835 1,439,292

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

 有形固定資産 44,936 35,492

 無形固定資産 16,164 27,758

 減損損失 125,496 －

（重要な会計上の見積り）

（１）棚卸資産の評価

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　棚卸資産の評価基準は、商品については主として月次総平均法による原価法（連結貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　棚卸資産の評価を行うにあたっては、正味売却可能価額に基づいて収益性の低下を検討しており、一

定の保有期間が経過した滞留在庫については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9

号2019年7月4日）第9項(2)を適用し、収益性の低下の事実を反映するために、過去の経過年数毎の販売

実績等に基づいて決定した方針により規則的に帳簿価額を切り下げております。

　しかしながら、これらの見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経済状況の影響を受け、商品の

販売実績等が当初の想定より大きく下回った場合には、翌連結会計年度の棚卸資産の評価額に重要な影

響を与える可能性があります。

（２）固定資産の減損

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、事業用資産について、管理会計上の区分を基準としてグルーピングを行っており、

資産グループの損益の悪化、主要な資産の市場価格の著しい下落等により減損の兆候の有無を把握し、

兆候が識別された資産に関して、減損損失の認識の判定を行っております。

　減損の兆候がある場合で、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳

簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、

当該減少額を減損損失として計上することとしております。

　使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローの基礎となる翌期計画は、経済環境の変化による不

確実性を伴うため、仮定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を

与える可能性があります。
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（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改

正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第

20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第28号 2022年10月28日。）第65-２項（2）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

　これによる連結財務諸表への影響はありません。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）　等

（1）概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全

てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏

まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第

16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、

かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基

準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイ

ナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産

に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）適用予定日

　2028年3月期の期首から適用いたします。

（3）当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

流動資産

　前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「前渡金」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示の方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた43,372千

円は、「前渡金」10,725千円、「その他」32,647千円として組み替えております。

固定資産

　前連結会計年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めていた「ソフトウエア」は、金額的重要性

が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示の方法の変更を反映させるため、

前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に表示していた

15,974千円は、「ソフトウエア」9,715千円、「ソフトウエア仮勘定」4,650千円、「その他」1,608千円として

組み替えております。
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前連結会計年度
（2024年３月31日）

当連結会計年度
（2025年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額及び　　　

減損損失累計額
194,654千円 209,044千円

（連結貸借対照表関係）

※　有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額

前連結会計年度
（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

売上原価 △3,844千円 △10,091千円

前連結会計年度
（自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

従業員給料及び手当 555,645千円 602,112千円

賞与引当金繰入額 134,107 68,525

役員退職慰労金引当金繰入額 9,219 5,636

退職給付費用 6,232 8,002

業務委託料 151,801 161,541

前連結会計年度
（自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日）

車両運搬具 636千円 70千円

前連結会計年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日）

建物及び構築物 386千円 －千円

電話加入権 255千円 －千円

　　　　　　　　　計 641千円 －千円

（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１.顧客との契約から

生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※２　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損（△は戻入額）が売

上原価に含まれております。

※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
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場所 用途 種類 減損損失額

大阪府大阪市西区 新基幹システム構築等 ソフトウエア仮勘定 125,496

※６　減損損失

前連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

当社グループは、原則として事業用資産については管理会計上の区分に基づくグルーピングを行ってお

ります。当社グループは、基幹システムの開発の見直し等に伴う減損損失（125,496千円）を特別損失に

計上しました。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを零として算定しており

ます。

当連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日）

その他有価証券評価差額金

当期発生額 9,650千円 6,369千円

組替調整額 143 42

　税効果調整前 9,794 6,412

　税効果額 △3,384 △2,404

　その他有価証券評価差額金 6,410 4,008

繰延ヘッジ損益

当期発生額 1,774 △4,821

　税効果調整前 1,774 △4,821

　税効果額 △613 1,665

　繰延ヘッジ損益 1,161 △3,155

為替換算調整勘定

当期発生額 3,961 2,645

　税効果調整前 3,961 2,645

　税効果額 － －

　為替換算調整勘定 3,961 2,645

その他の包括利益合計 11,534 3,498

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
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当連結会計年度　
期首株式数（株）

当連結会計年度　
増加株式数（株）

当連結会計年度　
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 487,080 － － 487,080

合計 487,080 － － 487,080

自己株式

普通株式 26,800 － － 26,800

合計 26,800 － － 26,800

当連結会計年度　
期首株式数（株）

当連結会計年度　
増加株式数（株）

当連結会計年度　
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 487,080 － － 487,080

合計 487,080 － － 487,080

自己株式

普通株式（注） 26,800 3,500 － 30,300

合計 26,800 3,500 － 30,300

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　(注)普通株式の自己株式の株式数の増加3,500株は、2024年６月27日の取締役会決議による自己株式の取得によるもの

であります。

２．新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

前連結会計年度
（自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

現金及び預金勘定 780,535千円 740,509千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,547 △7,532

現金及び現金同等物 778,988 732,977

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

　有形固定資産

　　工具、器具及び備品であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資

金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用して

おり、投機的な取引は行わない方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形・売掛金・電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。また、

投資有価証券は、その他有価証券に区分される株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。

　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支

払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要

に応じてデリバティブ取引（為替予約取引）を利用してヘッジしております。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業活動に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係

る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

　デリバティブ取引は、輸入取引に係る為替変動リスクに備えるため、為替予約取引を利用してお

り、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項４．会計方針に関する事項（７）重要なヘッジ会計の方法」に記載のとおりです。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先の信用度に基づき販売限度額

を定めると同時に、期日管理・残高管理を行っております。取引先の信用状態については１年に一

度見直しを行い、販売限度額の更新を行う体制にしております。

　デリバティブ取引については取引先相手を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リス

クはほとんどないと認識しております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は輸入取引に係る為替変動リスクに対応し、為替予約取引を必要に応じて利用しておりま

す。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状

況を継続的に見直しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、デリバティブ管理規程に従い、担当部署が決裁担当

者の承認を得て行っております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき財務課が適時に資金繰計画を作成・更新することに

より、流動性リスクを管理しております。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 24,981 24,981 －

資産計 24,981 24,981 －

デリバティブ取引(*2) 4,821 4,821 －

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 32,007 32,007 －

資産計 32,007 32,007 －

デリバティブ取引(*2) － － －

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 780,535 － － －

受取手形 134,641 － － －

売掛金 757,863 － － －

電子記録債権 525,864 － － －

合計 2,198,905 － － －

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における

デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク

を示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2024年３月31日）

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入

金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略

しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は（　）で示しております。

当連結会計年度（2025年３月31日）

(*1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入

金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略

しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は（　）で示しております。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2024年３月31日）
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 740,509 － － －

受取手形 68,615 － － －

売掛金 734,255 － － －

電子記録債権 538,065 － － －

合計 2,081,446 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 270,000 － － － － －

長期借入金 － － － － － －

合計 270,000 － － － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 250,000 － － － － －

長期借入金 － － － － － －

合計 250,000 － － － － －

当連結会計年度（2025年３月31日）

（注）２．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2024年３月31日）

当連結会計年度（2025年３月31日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま

す。
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時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

24,981 － － 24,981

   その他有価証券

株式

デリバティブ取引(*)

　 通貨関連 － 4,821 － 4,821

資産計 24,981 4,821 － 29,803

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

32,007 － － 32,007

   その他有価証券

株式

デリバティブ取引(*)

　 通貨関連 － － － －

資産計 32,007 － － 32,007

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年３月31日）

当連結会計年度（2025年３月31日）

（*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（2025年３月31日）

　該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は取引所の価格によっており、レベル１の時価に分類しております。保有目的ごとの有価証券に関する注記

事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

デリバティブ取引

取引先金融機関から提示された価格を時価としております。入手した価格の構成要素として、観察可能な金利、外国

為替等をインプットとして用いていることから、レベル２の時価に分類しております。取引種別毎のデリバティブ取引

に関する注記事項については、「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
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種類
連結貸借対照表計
上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1）株式 24,328 8,074 16,254

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 24,328 8,074 16,254

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 652 1,083 △431

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 652 1,083 △431

合計 24,981 9,158 15,823

種類
連結貸借対照表計
上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1）株式 31,727 9,184 22,543

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 31,727 9,184 22,543

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 280 364 △83

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 280 364 △83

合計 32,007 9,548 22,459

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

(1）株式 298 79 －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 298 79 －

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2024年３月31日）

当連結会計年度（2025年３月31日）

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自2023年４月１日　至2024年３月31日）

当連結会計年度（自2024年４月１日　至2025年３月31日）

　該当事項はありません。

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自2023年４月１日　至2024年３月31日）

有価証券について223千円（その他有価証券の株式223千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。
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当連結会計年度（自2024年４月１日　至2025年３月31日）

有価証券について42千円（その他有価証券の株式42千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超

（千円）

時価
（千円）

原則的処理方法

為替予約取引

買建

米ドル
外貨建予定取引 21,732 － 4,821

合計 21,732 － 4,821

（デリバティブ取引関係）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度（2024年３月31日）

（注）時価の算定方法

　取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

当連結会計年度（2025年３月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 13,970千円 13,016千円

退職給付費用 45 1,811

退職給付の支払額 △999 △2,897

退職給付に係る負債の期末残高 13,016 11,929

前連結会計年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 13,016千円 11,929千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の

純額
13,016 11,929

退職給付に係る負債 13,016 11,929

連結貸借対照表に計上された負債と資産の

純額
13,016 11,929

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、主に確定拠出制度を採用しておりますが、一部確定給付制度

も採用しております。確定拠出型の制度としては、主として確定拠出年金制度を、確定給付型の制度とし

ては、主として退職一時金制度を採用しております。

退職一時金制度（すべて非積立型制度であります。）は、当社が有する一定の役職者を対象として、簡

便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

付に係る資産の調整表
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前連結会計年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日）

簡便法で計算した退職給付費用 45千円 1,811千円

(3）退職給付費用

３．確定拠出制度

　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度6,186千円、当連結会計年度6,191千円でありま

す。

前連結会計年度
（2024年３月31日）

当連結会計年度
（2025年３月31日）

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金（注）１ 4,536千円 1,475千円

減価償却超過額 16,599 15,916

リース減損損失 1,617 786

未払事業税 4,435 3,133

賞与引当金 25,341 15,940

役員退職慰労引当金 20,900 23,768

退職給付に係る負債 4,497 4,221

貸倒引当金 49 234

資産除去債務 16,363 16,791

商品評価損 18,315 21,801

その他 5,338 8,326

繰延税金資産小計 117,995 112,398

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）１ △4,536 △1,475

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △27,265 △30,856

評価性引当額小計 △31,801 △32,332

繰延税金資産合計 86,193 80,066

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △5,007 △4,479

その他有価証券評価差額金 △5,544 △7,948

その他 △2,149 △763

繰延税金負債小計 △12,700 △13,191

繰延税金資産（負債）の純額 73,493 66,874

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越

欠損金（注）
－ － 1,898 2,638 － － 4,536

評価性引当額 － － △1,898 △2,638 － － △4,536

繰延税金資産 － － － － － － －

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）１．　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2024年３月31日）

（単位：千円）

（注）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越

欠損金（注）
－ 1,475 － － － － 1,475

評価性引当額 － △1,475 － － － － △1,475

繰延税金資産 － － － － － － －

前連結会計年度
（2024年３月31日）

当連結会計年度
（2025年３月31日）

法定実効税率 34.6％ 法定実効税率と税効果会計適用

後の法人税等の負担率との間の

差異が法定実効税率の100分の

５以下であるため注記を省略し

ております。

　（調整）

住民税均等割 1.2

租税措置法上の特別控除額 △5.2

評価性引当額の増減 0.6

海外子会社税率差異 △0.3

未分配利益の税効果 0.1

実効税率変更による影響 －

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.6

当連結会計年度（2025年３月31日）

（単位：千円）

（注）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに

伴い、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになり

ました。これに伴い、2026年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰

延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6％から35.4％に変更し計算しております。

この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は552千円

増加し、法人税等調整額が741千円減少し、その他有価証券評価差額金が188千円減少しております。

前連結会計年度
（自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

期首残高 40,360千円 47,362千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 6,923 －

時の経過による調整額 77 85

資産除去債務の履行による減少額 － －

期末残高 47,362 47,447

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１.　当該資産除去債務の概要

店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２.　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から10年～15年と見積り、割引率は0.05%～0.43%を使用して資産除去債務の金

額を計算しております。

３.　当該資産除去債務の総額の増減

該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）
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区分

前連結会計年度

（自　2023年4月１日

　 至　2024年3月31日)

当連結会計年度

（自　2024年4月１日

　 至　2025年3月31日)

卸売販売事業 4,359,136 4,407,309

小売販売事業 1,825,936 2,610,409

海外販売事業 364,921 414,052

顧客との契約から生じる収益 6,549,993 7,431,771

その他収益 － －

外部顧客への売上高 6,549,993 7,431,771

前連結会計年度

（自　2023年4月１日

　 至　2024年3月31日)

当連結会計年度

（自　2024年4月１日

　 至　2025年3月31日)

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,307,114 1,418,369

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,418,369 1,340,936

契約負債（期首残高） 17,526 31,926

契約負債（期末残高） 31,926 17,748

（収益認識関係）

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「（連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項）　４．会計方針に関する事項　（５）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

であります。

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時

期に関する情報

（単位：千円）

契約負債は、主に顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度の期首現在

の契約負債残高は、当連結会計年度の収益として認識されています。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントであるため、該当事項はありませ

ん。

【関連情報】

前連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。

当連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントのため、記載を省略していま

す。

当連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

当社グループは、各種設備機器・部品・材料の開発販売の単一セグメントのため、記載を省略していま

す。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

前連結会計年度
（自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

１株当たり純資産額 5,120.99円 5,479.40円

１株当たり当期純利益 317.38円 341.14円

前連結会計年度
（自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日）

当連結会計年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 146,085 156,291

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（千円）
146,085 156,291

普通株式の期中平均株式数（株） 460,280 458,142

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。
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区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 270,000 250,000 0.71 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 5,010 3,379 1.03 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 4,442 1,062 1.00 2026年

合計 279,452 254,442 － －

区分
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

リース債務 1,062 － － －

【借入金等明細表】

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第７【外国為替相場の推移】
該当事項はありません。
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事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 毎年３月31日

株券の種類 普通株式

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日

毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
大阪府大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。

公告掲載 URL https://flobal.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

第８【発行者の株式事務の概要】

　（注）１．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）取得請求権付株式の取得を請求する権利

（３）募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第二部【特別情報】

第１【外部専門家の同意】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

2025年６月23日

フローバル株式会社

取締役会  御中

愛知県名古屋市

代表社員

業務執行社員　　公認会計士　　新開　智之

業務執行社員　　公認会計士　　杉江　明俊

監査意見

　当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に

基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフローバル株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日

までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本

等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連

結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フロ

ーバル株式会社及び連結子会社の2025年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、連結財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報

告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に

対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（発行者情報提出会社）が

別途保管しております。


